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くみあいニュース山口大学教職員組合(2024年 10月 25 日 Friday） 

第 283号（2023 年度-第８号）／電話：083-933-5034・メール：fuy-union@galaxy.ocn.ne.jp  

 

研究不正調査は適正な方法で行われているのか？ 
～申立てられた「被疑者」への研究規範委員会の対応に疑問～ 

 

 去る２月以来、「研究不正」を申し立てられた元山口大学教員に対して行われている、

山口大学研究規範委員会による調査の進め方・方法について、様々な問題があることが明

らかになっています。ガイドラインによれば、不正申立てがあった場合、委員会はまず予

備調査をおこない、疑いありと思われる場合は、ガイドラインに定められた方法で調査会を設置し、文書等

で問い質し必要に応じて本人ヒアリングも行いながら事実確認し、調査結果を本人へ通知します。不服申し

立てがあった場合は再調査するなどして結論を出し、学長に報告します。その後、教育研究評議会の委員会

による審査を経て、不正の程度に応じて懲戒処分のレベルが決定されることとなっています。 

 山口大学では今年 1月 16日に医学部講師が３本の論文に故意の捏造があったとして、即日懲戒解雇されて

います。その際、懲戒処分のなかで最も重い「懲戒解雇」の決定がなされたことに関して、組合はニュース

第 277号で「教職員の間から疑問の声」と報じました。今回の案件は現在、調査の段階ですが、その調査を

おこなうにあたっての一連の手続きや委員会・調査会の対応に疑問が生じています。捏造・改ざん・盗用・

虚偽記載等の研究不正はあってはならないことです。しかし一部には申立てがあっても不正認定されないケ

ースもありますし、そのことを含めて委員会には適正な方法で慎重かつ公正に、不正の有無及びその程度を

判断・決定することが求められています。 

 

組合から委員会への再三の「質問・苦情」に具体的回答なし 
 

 組合はこの案件に関して８月 20日に研究規範委員会委員長と調査会長に対して、「元山口大学

教員への研究不正申立を受けた調査についての質問および苦情申入れ」を提出しました。（２頁

に掲載：一部黒塗り）その中で、調査手続き・調査方法に関する問題点・疑問を７点にわたって

問い質しました。質問中でも最も疑問の多い点は、被疑者に対して６月 12日に行われた調査会

によるヒアリングの実施方法であり、そこでは５項目の質問を発しました。例えば、本人へのヒアリングを

対面のみではなくハイブリッド方式で行うなど調査秘密保持への疑問、「補助者」の同席を認めたもののヒア

リング中の発言・被疑者との協議禁止、また予定時間（１時間）の了解なしの大幅延長（２時間半）などで

す。加えて、10日以内すなわち 10日後と定めている異議申立て締切日を９日後しかも休日を締切日とする

など、民法第 140条の定め、さらには一般常識に反する完全に誤った解釈を繰り返していることがありま

す。これに対して委員会は８月 30日に「回答」（３頁に掲載）を組合に提示しましたが、「個別の調査内容に

かかわること」「大学の自律的な調査手続きとその裁量に委ねられる」として、具体的な回答をまったく行わ

ないという極めて理不尽な内容となっていました。委員会はこの間、被疑者からのメール・文書などでの質

問に対しても無視・無回答を続けています。このため組合は９月９日に、回答内容の不当さを指摘し、直接

の説明の場を早急に設定することを求める申入書（３頁に掲載）を提出しました。これに対して、９月 19日

に再度の「回答」が提示されましたが、８月 30日の「回答」と同様のことを繰り返すのみで具体的な説明ら

しきものは全くありませんでした。このため組合は 10月１日に協議・交渉を求めて 3回目となる申入書を提

出しました。これに対して 10月 11日に回答がありましたが、懲戒処分に関しては何ら関与していないため

協議には応じないというもので、全体としてはやはり詭弁を弄して具体的な回答を示さないままでした。 
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１～７，合わせて２０近くの疑問に研究規範委は詭弁を弄し無回答 
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※原本には、黒塗り･下線なし、押印あり。 
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調査方法への疑問・質問を「調査内容」「自律的調査手続・裁量」と強弁 
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※ともに原本には下線なし。 
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学生からの大学会館空調費徴収問題で申入れ（10/17） 
  

 組合は、前号で掲載しました大学会館での空調不使用により学生（劇団笛団員）が熱中症を発症した事案

に関して、10月 17日に教育学生担当副学長宛に申入書を提出しました。申入書では、「発症の原因が、開放

部がほとんどなく高温・多湿となる大ホールでの空調不使用状態での練習を重ねたことにあることは疑いの

余地はありません」とした上で、「空調使用料徴収の廃止もしくは徴収免除要件の大幅拡大」を求めました。

（申入書は後日掲載予定）このことは劇団笛だけの問題ではなく、すべての学生の自主的な活動に係ること

であり、かつて「学生が一番」と公言してきた山口大学が今回の「事件」を教訓として、大学会館大ホール

使用時の空調費徴収の見直しを諮るべきだとの声が高まっています。 

 

学研災 治療 14日未満は保険金給付対象外（課外活動） 
 劇団笛の話によると、10月中には大学に対して要望書を提出したいとのことでした。なお、劇団笛は大学

へ９月末に事故報告書を提出していますが、その際、学研災（学生教育研究災害傷害保険：全員加入・４年

分の保険料 2,300円））の保障対象にはならないだろうとの説明を受けたとのことです。学研災では課外（ク

ラブ活動）活動中の事故による身体に被る障害も保険金給付対象となっており、熱中症もその対象となって

いますが、医療保険金等の支払いは正課・大学行事の場合は日数制限がありませんが、課外活動の場合、治

療日数 14日未満は対象外となっているためです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊山口大学教職員組合はこの他、「人勧準拠の給与等引上げの完全実施」「非常勤職員の待遇改善」等を求める学

長宛申し入れ書を同じく 10 月 17 日に提出しました。次号等で掲載します。 

＊また、10月 23日には、過去の懲戒処分例の実態に関する質問を人事課長へ、人勧に関係して山口大学の各種報

酬・手当・財務関係資料等の提示要求を溝部理事へ、それぞれ提出しました。これらについても続報予定です。 


